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代表取締役社長 戸郷義広

 ・安全に仕事が出来るのは、全員の調和と自身の管理

 ・教育は自分であり自分の成長である

 ・人生奉仕の精神で、ゆるやかな感情 豊かな表現

 ・楽しい職場の構成で目標をもった行動

ライフラインの中で、電気の必要性を考慮しますと、電力の事業に感謝

していまして、電気のありがたさを身に染みて分かる仕事でございます。

今後の安定的な電力供給に期待しますとともに水素を使った発電も視野に

入れています。弊社とって大事なことは、身近なお客様から、コンセントー個の

受注を大事に考えています。35年間の実積を世間の皆様に感謝しています。

今後とも和光電設を宜しくお願い申しあげます。

ご挨拶

和と安全

社訓

電気の配電線の変電所から電柱上のトランスまでの仕事を経験しまして、

屋内配線を地元で勉強しまして独立しました。

電力の需要に貢献しようと考えました。電気も幅広い分野が有ります。

お客様のニーズに応えられる、そして、スピード対応を心掛けています。
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１．事業概要

１）事業所名及び代表者名
和光電設株式会社

代表取締役  戸郷 義広

２）所在地
本   社    〒880－0837  宮崎県宮崎市村角町萩崎2656番地1
資材置場①  〒880－0837  宮崎県宮崎市村角町萩崎2656番地1

３）環境管理責任者
EA-21責任者  ： 戸郷 大介

４）連絡先
TEL   ： 0985-24-3341   FAX  : 0985-26-8441
E‐mail ： wakou-1@bun.bbiq.jp
URL     ：  http://www.wakou-densetsu.jp

５）事業活動 
建設業   （電気工事業 ・・・・・・・ 宮崎県知事：(特-2)第9015号)
          （電気通信工事業 ・・・ 宮崎県知事：(般-2)第9015号)

6）認証・登録範囲 ・・・ （全組織・全活動)
・対象組織・・・・・全社
・対象活動・・・・・建設業 (電気工事業、電気通信工事業)  
・対象期間・・・・・ 2022年3月1日～2023年2月28日

７）事業規模

８）推進組織図

347
22

133.0

266
22

133.0

2021年度

22
133.0

項目
工事件数
従業員数

事務所床面積（㎡）

2020年度
286

2019年度

工務部門 総務部門

代表者

環境管理責任者

倉庫床面積（㎡） 261.0 261.0 261.0

2022年度
257
22

133.0
261.0

(２)



 私達は、積極的に環境問題を認識し、事業活動の優先課題と

位置付けて、自主的・積極的に環境保全に取り組み、循環型

社会の構築に努め、持続可能な社会の実現に尽力致します。

１．当社は事業活動を通じて環境経営 マネジメントシステム

      を構築し、環境経営目標・環境経営計画を定め、環境経営

      システムの継続的な改善に努めます。

２．関連する環境の法規制を遵守するとともに、行政機関や団体

  及び地域の要請に協力します。

３．事業活動に於いて、環境に与える影響を削減する為に、

  次の事項に対して優先的に取組みます。

  ① 化石燃料や電気使用量の節減による、二酸化炭素排出量の削減

  ② 事業活動から排出される廃棄物の削減と再資源化の推進  

  ③ 節水活動による水使用量の削減

４． 環境に配慮した施工に努めます。

５．創意工夫や技術提案等で効率的施工に努めます。

６．環境保全に関する地域での社会貢献活動に努めます。

制定：2020年3月1日

    和光電設株式会社

   代表取締役 戸郷 義広

環  境 経 営  方  針

(３)



３．環境経営目標

 基準値
(2019年3月～
2020年2月)

2020年度
(2020年3月～
2021年2月)

2021年度
(2021年3月～
2022年2月)

2022年度
(2022年3月～
2023年2月)

全社 75,071 74,695 74,320 73,945

基準値比 0.5％削減 基準値比 1.0％削減 基準値比 1.5％削減

電灯1 19,369 19,272 19,175 19,078

電力1 5,631 5,603 5,575 5,547

全社 25,000 24,875 24,750 24,625

基準値比 0.5％削減 基準値比 1.0％削減 基準値比 1.5％削減

現場 23,265 23,148 13,032 22,916

基準値比 0.5％削減 基準値比 1.0％削減 基準値比 1.5％削減

現場 3,691 3,672 3,654 3,635

基準値比 １袋削減 基準値比 ２袋削減 基準値比 ３袋削減

事務所 127 126 125 124

現場 6% (4.5/121.1)kg

基準値比 0.5％削減 基準値比 1.0％削減 基準値比 1.5％削減

全社 116.0 115.4 114.8 114.3

現場

全社

＊再資源化率＝（再利用＋再生利用＋熱回収）÷総排出量×１００

＊自らが施工する製品の環境性能の向上及びｻｰﾋﾞｽの改善は、当該環境活動計画を遵守する事を目標としています。

＊環境保全に関する啓蒙・啓発の目標は、環境ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動などの地域貢献活動の回数を目標とします。

４．環境経営目標の実績

 ・2022年3月から2023年2月までの１年間の実績は以下の通りです。

実施区 目標値 実績 達成率 評価

全社 73,945 54,842 134.8% ○

電灯1 19,078 19,606 97.3% ○

電力1 5,547 5,241 105.8% ○

全社 24,625 24,847 99.1% ○

現場 22,916 17,308 132.4% ○

現場 3,635 1,233 294.7% ○

事務所 124 100 124.0% ○

現場 50.0％以上
６１．９％

(8.35t/13.49t)
123.8% ○

全社 114.3 163.0 70.1% ×

現場
経営計画を順守

する。
経営計画を順守

しています。
― ○

全社 ３回以上/年 0 ― △

＊購入電気の二酸化炭素排出係数は、九州電力(A0275)の調整後排出係数0.463を使用しています。

＊電灯1は事務所の照明等の電力、電力1は事務所のｴｱｺﾝ使用電力。

＊環境保全に関する地域貢献活動は、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染防止の観点から自粛した為、評価は△にしています。

評価 達成率９０％以上＝○、８０％以上は△、 ８０％未満＝×

第一次中期目標

②ガソリン使用量の削減     （Ｌ）

③軽油消費量の削減  (L)

再資源化率５０％以上

実施区

２
廃
棄
物

の
削
減

取組み項目

１．二酸化炭素排出量の削減（kg-CO2）

４
．
有
益
な

環
境
活
動

①自らが施工する製品の環境性能の
   向上及びｻｰﾋﾞｽの改善

②環境保全に関する地域貢献活動

②ガソリン使用量の削減     （Ｌ）

①自らが施工する製品の環境性能
      の向上及びｻｰﾋﾞｽの改善

３．水資源使用量の削減  （m3
）

②建設副産物の再資源化率向上（％）

①電気使用量の削減    （kWh）

２
廃
棄
物

の
削
減

環境経営計画の遵守

①電気使用量の削減 （kWh）

４
．
有
益

な
環
境
活

動

①一般廃棄物最終処分量の削減
        (袋)

②建設副産物の再資源化率向上(％)

エ
ネ
ル
ギ
ー

②環境保全に関する地域貢献活動

３．水資源使用量の削減 （m3）

１．二酸化炭素排出量の削減
  (kg-CO2)

取組み項目

③軽油使用量の削減 （Ｌ）

①一般廃棄物最終処分量の削減  (袋)

地域貢献活動 ３回以上/年間

(４)



5．環境経営計画の取組み結果とその評価

取組項目 活動内容 取組み状況 評価

①①不在箇所、不要箇所及び昼休み時は
  消灯する

○

②空調の適温化を徹底する
 〔冷房２８℃程度、暖房２２度程度〕

○

③扇風機の併用や外気の調整等で
  エアコンの利用を抑制する

○

④パソコンはバッテリーで立上げる ○

①エコドライブの徹底 (ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟなど) ○

②現場への相乗りを推進する ○

③段取り良い前準備で忘れ物などを
  なくし、折り返し運行の撲滅を図る

○

①重機類は始業前点検を実施する ○

②作業用機器類等、使用しない時は
  こまめにｴﾝｼﾞﾝをｽﾄｯﾌﾟさせる

○

①資源物を再生利用できるように分別する
  (最終処分量の削減を目指す)

○

②コピーは裏紙使用や両面ｺﾋﾟｰ､縮小
  ｺﾋﾟｰ､集約ｺﾋﾟｰ努める

○

③ｺﾋﾟｰﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞや用紙梱包箱などは
  納入業者に持ち帰ってもらう

○

①資材発注時は仕様書を再ﾁｪｯｸして
 在庫確認を行い残余材の発生を抑制

○

②現場で発生する混合廃棄物は、
  できるだけ分別してﾘﾕｰｽ、ﾘｻｲｸﾙする

○

③電線や電線管類はできるだけﾘｻｲｸﾙ
  処理を推進する

○

①蛇口付近に「節水」を意識させる
  シール等を貼付る

○

②車両や建設機械の洗車は必要最小限
  にとどめ、できるだけ雨水を利用する

○

③漏水を定期的に点検する
 (全蛇口を止めてﾒｰﾀｰの動きを確認)

○

①環境配慮型の機械を使用する
  (排ｶﾞｽ対策型、低騒音型、低振動等)

○

②架台等はできるだけ工場加工を
  推進する。

○

③しっかりした工程管理で常に
  工期短縮に取組む

○

①植林等の環境ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに積極的に
  参画する

―

②地域や業界、団体等の環境ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
  情報を把握する

○

資材は、発注前に在庫確認をして不足分
の発注に努めている。又、余った資材は
持ち帰って再利用する為に保管してい
る。又、混合廃棄物削減の為に分別廃棄
を推進するなどした結果、再資源化率は
61.9%の目標達成となった。

・水資源使用量
  の削減

蛇口付近に節水の表示して意識の高揚
を図っている。また、漏水点検も実施しい
てるが、ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染予防等で、手洗
い・うがいを推進している為、水使用量が
増えて61.9%の目標未達成となった。但
し、無駄な使用は無い為、特に問題とは
しない。

・建設副産物
 の再資源化率
 向上

排ガス規制や騒音規制に適合した建設
機械を使用している。又、環境配慮型資
材を積極的に利用している。
常に工期短縮に取り組んでいるが、天候
に左右される場合もある。

ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染防止の為、協会等による
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動は無かった。

・自らが施工する
製品の環境性能
の向上及びサービ
スの改善

・地域貢献活動

・一般廃棄物
  の削減

両面ｺﾋﾟｰや縮小ｺﾋﾟｰ等で紙使用量の削
減に努めると同時に、社内LAN等でﾍﾟｰ
ﾊﾞﾚｽ化を推進している。又、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ
は、ﾒｰｶｰヘ持ち帰ってもらうなど、最終
処分量の削減に努めて124%の目標達成

･電気使用量
 の削減

不在・不要箇所の消灯や、夏場の扇風機
併用などは全員が意識して取組んだが、
ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策等や年度末の事務作業
増加等で、事務所の電気消費量がやや
目標をｵｰﾊﾞｰして97.3%の目標未達成と
なった。ｴｱｺﾝは夏場の熱中症対策等で
使用が増加した期間もあったが、適温化
の徹底等で105.8%の目標達成

･ガソリン使用量
  の削減

ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞや現場への相乗り等を徹底した
事と工事現場が近かった事、又現場数が
やや少なかった事などで、ｶﾞｿﾘﾝ消費量
は132.4%の目標達成となった。
今後もｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ等の省ｴﾈ活動を徹底す
る。

･軽油使用量
 の削減

高所作業車等のこまめなｴﾝｼﾞﾝｽﾄｯﾌﾟ等
を実施した事や比較的近場の現場が多
かった事、及び現場数がやや少なかった
事などから、294.8％の目標達成となっ
た。

(５)



６.次年度の環境経営目標と環境経営計画

取組項目
2023年度
の目標

次年度の活動内容

二酸化炭素
排出量の削減

62,267
kg-CO2

・省エネ・省資源活動の実施

①不在箇所、不要箇所及び昼休み時は消灯する

②空調の適温化を徹底する
 〔冷房２８℃程度、暖房２２度程度〕

③扇風機の併用や外気の調整等でエアコンの利用を抑制する

①エコドライブの徹底 (ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟなど)

②現場への相乗りを推進する

③段取り良い前準備で忘れ物などをなくし、
      折り返し運行の撲滅を図る

①重機類は始業前点検を実施する

②作業用機器類等、使用しない時はこまめにｴﾝｼﾞﾝを
   ｽﾄｯﾌﾟさせる

①資源物を再生利用できるように分別する
                          (最終処分量の削減を目指す)

②コピーは裏紙使用や両面ｺﾋﾟｰ､縮小ｺﾋﾟｰ､集約ｺﾋﾟｰ努める

③ｺﾋﾟｰﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞや用紙梱包箱などは納入業者に
    持ち帰ってもらう

①資材発注時は仕様書を再ﾁｪｯｸして在庫確認を行い
    残余材の発生を抑制

②現場で発生する混合廃棄物は、できるだけ分別してﾘﾕｰｽ、
     ﾘｻｲｸﾙする

③電線や電線管類はできるだけﾘｻｲｸﾙ処理を推進する

①蛇口付近に「節水」を意識させるシール等を貼付る

②車両や建設機械の洗車は必要最小限にとどめ、
     できるだけ雨水を利用する

③漏水を定期的に点検する
            (全蛇口を止めてﾒｰﾀｰの動きを確認)

①環境配慮型の機械を使用する
        (排ｶﾞｽ対策型、低騒音型、低振動等)

②架台等はできるだけ工場加工を推進する。

③しっかりした工程管理で常に工期短縮に取組む

①植林等の環境ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに積極的に参画する

②地域や業界、団体等の環境ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ情報を把握する

 環境経営計画は前年度の内容を継続するが、社会の情勢や事業内容の大きな変化等があった
 場合、及び他に効果的・効率的な活動がある場合等は、随時見直していく。

･軽油使用量の削減

・一般廃棄物の削減

・建設副産物の
 再資源化率向上

・水資源使用量
  の削減

・自らが施工する製品
の環境性能の向上及
びサービスの改善

･電気使用量の削減

・地域貢献活動

基準値の1%削減
電灯1

19,419kWh以内
電力1

5,669kWh以内

基準値の1%削減
18,936 L以内

基準値の1%削減
2,594 L以内

基準値の1袋削減
103 袋以内

50％以上

基準値の1%削減
150.2 ㎥以内

当該環境活動計画
の遵守

3回以上/年間

･ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減

(６)



６.環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果
  並びに違反訴訟の有無 

      当社の事業に関係する環境関連法規は、担当者が定期的に日建連や協会、及び

    業界情報等で常に確認しています。

    尚、関連法規制の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

    また、関係当局からの指摘、及び地域住民からのクレームや訴訟もありませんでした。

    現場での遵守状況は、安全パトロール中や安全会議時などで確認しています

当社の事業に関する主な環境関連法規とその遵守状況は以下の通りです。

遵守評価

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

該当工事
なし

該当工事
なし

７.代表者による全体評価と見直しの結果

    2020年3月からｴｺｱｸｼｮﾝ21に取組み始めて3年が経過して、社員の環境への意識が

    変わってきたように感じられます。事前段取りや現場への相乗り、エコドライブなどは

    自主的に実施出来ています。

    ただ、建設現場の状況で環境負荷が大きく変化する為、目標達成の為の活動の成果が

    数値に現れない場合もあり、実績の評価が難しいと感じています。

    今後は活動の評価方法を検討するなど、試行錯誤しながら、当社の環境経営に貢献

    できるシステムとし、持続可能な社会の形成に尽力します。

再生資源利用省令
・再資源利用計画書・実施書の作成
・再資源利用促進計画書・実施書の作成

騒音規制法
・知事へ7日前までに届け出
・作業敷地境界にて85デシベル以下

振動規制法
・知事へ7日前までに届け出
・作業敷地境界にて75デシベル以下

建設ﾘｻｲｸﾙ法

・発注者への書面による計画等説明、完了報告

・工事着手する日の７日前までに必要事項を都道府県知事に届出

・分別解体、事前調査、再資源化促進、再資源使用

ﾌﾛﾝ排出抑制法
・定格出力7.5kW未満の業務用ｴｱｺﾝ等の簡易点検実施
  (重機搭載のｴｱｺﾝを含む)

法規名 遵守事項

廃棄物処理法

・委託契約の締結、マニフェストの交付

・回収・照合確認（発行後B2,D票90日E票180日以内）
・A表の5年間保管

・産業廃棄物管理票交付等状況報告(6月30日までに知事へ報告)

・保管場所の掲示板設置

(７)


